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平成３０年度 柏市消費者行政の概要 
 

１ 消費生活担当 

 (1) 消費生活相談 

   ４，０２５件 （平成２９年度比 ＋２１．８％ （３，３０４件）） 

  ア 相談内容（商品・役務別）上位３位    （２９年度比増減率・件数） 

     １位 商品一般     １，２６７件 （＋１３６．８％・５３５件 ） 

     ２位 デジタルコンテンツ   ３６７件 （▲ １３．８％・４２６件 ） 

     ３位 賃貸アパート      １１５件 （＋  ３．６％・１１１件 ） 
 

  イ 契約当時者（年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 (2) 多重債務問題対策 

   ア 弁護士による多重債務・消費者問題無料相談会を開催        （件） 

    

 

 

 

     

 
 
      

   ＊ 多重債務問題に取り組むため，千葉県弁護士会松戸支部と東葛６市（我孫 

    子市，鎌ケ谷市，流山市，野田市，松戸市，柏市）が構成している連絡会 

 

年代 ３０年度 
（構成比） 

２９年度比 
増減率 

２９年度 
（構成比） 

２０歳未満 ６５ 
1.6（％） 

＋５１．２％ ４３ 
（1.3％） 

２０歳代 ２３７ 
5.9（％） 

＋１３．４％ ２０９ 
（6.3％） 

３０歳代 ２３６ 
5.9（％） 

▲２９．６％ ３３５ 
（10.1％） 

４０歳代 ４１６ 
10.3（％） 

▲１１．１％ ４６８ 
（14.2％） 

５０歳代 ５４６ 
13.6（％） 

＋１７．４％ ４６５ 
（14.1％） 

６０歳代 ８２８ 
20.6（％） 

＋２５．６％ ６５９ 
（19.9％） 

７０歳以上 １，２８１ 
31.8（％） 

＋５９．５％ ８０３ 
（24.3％） 

不明 ４１６ 
10.3（％） 

＋２９．２％ ３２２ 
（9.8％） 

計 ４，０２５ ＋２１．８％ ３，３０４ 

区分 実施日時 
相談件数 

多重債務 消費者問題 

柏市単独の開催 
５月，１１月を除く毎月第３

水曜日（午後１時～４時） 
１５ １１ 

東葛多重債務問題対策フ

ォーラム(＊)による開催 

５月，１１月の第３土曜日（午

前１０時～４時） 
３ ７ 

計  １８ １８ 
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  イ 千葉県弁護士会との協定 

   多重債務問題に関する相談者が，速やかに適切な法的支援が受け 

  られるようにするため，千葉県弁護士会と協定を結び，消費生活セ 

  ンターにて専門知識を有する弁護士を直接紹介できるようにした。 
 

 (3) 消費者教育・啓発 

  ア 柏市消費者教育推進計画の推進 

    （後述） 
  

   イ 学校等における消費者教育 

(ｱ) 児童を対象とした講座の実施 

    小学校に併設している学童保育施設（こどもルーム）のうち，６校のこども 

 ルームの児童３７８人に対し，お小遣い帳のつけ方等の講座を，消費者団体３ 

 団体に委託して実施。 
 
(ｲ) 柏市消費者教育推進連絡会 

    学校における消費者教育の推進を図るため，学校教育部指導課と連携をはか 

 り，小・中・高等学校の教員を委員とする連絡会を構成。平成３０年度は３回 

 開催した。 

   ・消費者教育に関する基礎知識，子どもの消費者トラブルの実態の学習 

  （一部は委員以外の教員にも公開で実施） 

  ・委員が自校にて消費者教育授業を仮実践（令和元年度に本実践） 
 
(ｳ) 高等学校における消費者教育の推進 

  民法の一部が改正され，令和４年４月１日から，成年年齢が１８ 

 歳に引き下げられることにより，若者の消費者トラブルの拡大が懸 

 念されることから，その防止を図るため，市内全高等学校に対し消 

 費者教育の推進を依頼。 

 ａ) 出前消費者講座 

       ２回（校） ３８７人 
 
 ｂ）消費生活関連図書の企画展示 

     学校における情報発信拠点の役割を担う学校図書館と，市立図 

書館，消費生活センターの３者が連携し，市内８校の高等学校図書 

 館において，消費生活関連図書の企画展示を開催。 

  また，８校における企画展示の総括として，市立図書館本館にて， 

 一般市民を対象とした企画展示を開催。 
 

   ウ 一般向け消費者教育・啓発 

  (ｱ) 出前消費者講座 

    ４０回（参加人数 延べ１，２６９人） 

    （高等学校への出前講座については別集計（２回 ３８７人）) 
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  (ｲ) 情報紙・啓発資料等の作成・配布等 

   ・消費者情報紙（つうしん）の発行・配布（６回，約 23,000 枚） 

   ・啓発資料等の作成・配布（消費生活センター紹介リーフレット，路線バス掲 

  出用ポスター，子どもの事故防止用啓発冊子，高齢者向け啓発冊子，くらし 

   の豆知識 など） 

   ・沼南まつりやショッピングセンターにおける啓発資料の配布 

   ・市広報紙（平成 30 年 4 月 15 日号）への掲載……インターネット通信販売に 

    おける定期購入に関する注意点など 
 
   (ｳ) 資料掲示等 

 ・パネル展（沼南支所（7/19～8/30，10/1～11/30） 

 ・図書の企画展示（図書館本館(2/5～2/20）） 
 

   エ 消費生活コーディネーター・サポーターによる啓発等の活動 

  地域における消費生活の安全及び向上を図ることを目的に，市内各ふるさと 

 協議会から推薦を受けた方を消費生活コーディネーターに委嘱。 

  消費生活コーディネーターは，消費者トラブルを未然に防ぐため，地域の消 

 費者リーダーとして消費生活に関する情報を地域住民に提供するなど，市と地 

 域のパイプ役として活動。 

  また，消費生活コーディネーターの終了者等のうち，希望者については，消 

 費生活サポーターに登録し，地域における啓発を実施。 

    ・柏駅街頭啓発活動の実施（10 月 18 日実施，資料配布 1,500 部） 

  ・地域における啓発の実施（資料等の配布 約 24,000 枚） 

・タクシー(8 事業所）の車内にポスター等を掲示 

・事業者（金融機関・コンビニ等）の店舗への啓発資料等の掲示 

・消費生活コーディネーター研修会の実施(10 回） 

 （うち 3 回は，関係団体〔民生委員児童委員協議会，ふるさと協議会，地域包 

 括支援センター〕を招き，合同研修として実施） 
 

  オ その他 

  ・消費者行政推進協議会の開催（２回） 

  ・地域包括支援センターが開催する地域包括ネットワーク会議への参加 

 

２ 計量担当業務 

 (1) 計量 

  ア 特定計量器の定期検査 

 戸数 検査器数 不合格器数 

指定定期検査機関による検査 374 1,275 10 

代検査 34 462 0 
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  イ 立入検査 

 
検査 不適正 

戸数 台帳 個数 戸数 台帳 個数 

商品量目 21  1,463 7  23 

タクシーメーター 7 202 18 0 0 0 

燃料油メーター 14 ‐ 119 0 ‐ 0 

石油ガスメーター 
5 1,728 ‐ 0 0 ‐ 

10 ‐ 34 0 ‐ 0 

液化石油ガスメーター 2 ‐ 6 0 ‐ 0 
  

   ウ 普及・啓発 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 (2) 製品安全４法等立入検査   

根拠法令 検査品目 検査個数 違反個数 

家庭用品品質表示法 
ハンカチ，電子レンジ等 16

品目 
80 4 

消費生活用製品安全法 
ライター，石油ストーブ等 5

品目 
14 0 

電気用品安全法 直流電源装置等 5品目 30 0 

ガス事業法 
屋外式ガス瞬間湯沸器等 2

品目 
5 0 

液化石油ガス法 カートリッジガスこんろ 7 0 

 

 (3) 市民持ち込みによる食品等の放射性物質測定 

   公的機関の検査対象となっていない家庭菜園で栽培された野菜，自宅の庭に自 

   生している果実や井戸水などの自家消費される食品等を対象として，放射線測定 

   を実施 

    測定件数 61件（たけのこ，さつまいも等）,  基準値超過 0件 

事業名 日程 参加者等 内容 

夏休み子ども教室 8／2 
37人 

(18組) 
・天びんはかりを作る 

沼南まつり 

(セブンパークアリオ柏) 
10／14 ― 

・計量クイズの実施及び啓

発グッズの配布 

・アンケートの実施 

ポスター掲示 

(本庁舎，中央公民館等) 

10／9～ 

11／30 
― 

計量強調月間用ポスターの

掲出 

家庭用計量器無料簡易検

査 

11／26～

11／30 
⇒ 

・体重計2器 
・キッチンスケール1器 
・体温計4器 ・血圧計1器 



 5

３ 柏市消費者教育推進計画の推進 

 (1) 計画の目標と方向性 

 

    

    

 

 

 

     

 

      

 

      

 

 

 

      

 

 

 

 (2) 平成 30 年度における進捗状況等 

  ア 【方向性１】ライフステージや場に応じた体系的な消費者教育の推進 

   (ｱ) 学校教育等における消費者教育の推進    

具体的な施策 
策定時 

（H29) 

現況 

（H30) 

目標 

（R４） 

1 各教科等における体系的な消費者教育の

推進 

既実施 実施 

（授業実践 8

回） 

既存内容を確

認 し ， 有 用 情

報を提供 

2 「柏市消費者教育推進連絡会」の開催及び

教員の消費者教育に対する関心を高め，研

修に参加できるような環境を整え，適切な教

材，資料を提供することによって児童，生徒

への浸透を図る 

・年 3 回開催 

・ 委 員 は ，

小・中・高等

学校の教職

員で構成 

・3 回開催。 

・第 1 回連絡

会は勉強会

とし，委員以

外の教員に

も公開 

・ 連 絡 会 開 催

時以外での有

用教材の提供 

・ 委 員 に 幼 稚

園 ・ 保 育 園 の

保育者及び大

学教職員 等

を含む 

3 幼児･児童・生徒･保護者向け啓発リーフレッ

ト・ちらし等の作成・配布 

未実施 啓 発 パ ン フ

を配布 

(960 部) 

各 校 ・ 各 園 で

年 1 回の配布 

4 大学入学時ガイダンス等における消費者教

育出前講座の実施 

未実施 未実施 各校年 1 回の

出前講座開催 

 

・学校教育等における消費者教育の推進 

・地域・家庭における消費者教育の推進 

・職域における消費者教育の推進 

【方向性１】 
ライフステージや場に応じた体系的な消費者教育の推進 

・地域人材（消費生活コーディネーター等）の育成・活動支援 

・消費生活相談員及び消費者教育相談員の育成 

・学校教職員への動機付け及び実践への支援 

・消費者教育の効果的な情報発信機能の強化 

・関係部署との連携 

・地域との連携 

・消費者団体との連携 

・事業者等との連携 

【方向性２】 
消費者教育を担う人材の育成･効果的な情報発信機能の強化 

【方向性３】 
 多様な主体(行政･警察･地域団体･消費者団体･事業者等)との連携 

消
費
者
市
民
社
会
の
実
現
に
向
け
て
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   (ｲ) 地域・家庭における消費者教育の推進 

具体的な施策 
策定時 

（H29) 

現況 

（H30) 

目標 

（R４） 

1 消費生活情報リーフレット「消費生活センタ

ーつうしん」，ホームページ，メール配信サ

ービス，広報かしわ等による情報発信 

・つうしん年

4 回発行 

・メール配信

適時発信 

・つうしん 6

回発行 

・広報かしわ

4/15 号 1 面

掲載 

・ ツ イ ッ タ ー

の活用 

･広報かしわで

年 1 回特集ペ

ージ掲載， 

･メール配信サ

ービスは消費ト

ラブル注意報と

して月 1～2 回

発信 

2 消費者講座，出前講座の開催（町会，サロ

ン，事業所等） 

・年 21 回開

催 

･40 回開催

(高校除く） 

･年 40 回開催 

3 消費生活コーディネーターによるチラシ配

布，地域活動件数 

チラシ

15,000 枚 

活動件数

118 件 

チラシ 

19,000 枚 

活動件数 

420 件 

チラシ 

45,000 枚 

活動件数 

180 件 

 

    (ｳ) 職域における消費者教育の推進 

具体的な施策 
策定時 

（H29) 

現況 

（H30) 

目標 

（R４） 

1 社員研修等への講師派遣 ２事業者 2 事業者 ５事業者 

2 
社会人（従業者）向け啓発パンフレット・ポス

ター等の配布 
２事業者 2 事業者 ５事業者 

3 社会人（従業者）向け啓発ＤＶＤの貸出 ０事業者 1 事業者 ５事業者 

 

  イ  【方向性２】 消費者教育を担う人材の育成・効果的な情報発信機能強化 

   (ｱ) 地域人材（消費生活コーディネーター）の育成・活動支援 

具体的な施策 
策定時 

（H29) 

現況 

（H30) 

目標 

（R４） 

1 消費生活コーディネーターに対しての年１０

回の研修会で，消費者問題だけでなく地

域・事業者等への啓発アプローチの手法及

び関係団体との連携方法を学ぶ 

消費生活コー

ディネーター

委嘱36名 

消費生活コー

ディネーター

委嘱数37名

（H31.3現在） 

消費生活コー

ディネーター

委嘱数 43 名 

2 消費生活サポーターが消費生活コーディネ

ーターの経験を生かした地域活動ができる

ように支援を図る 

消費生活サポ

ーター登録数 

6 名 

消費生活サポ

ーター登録数 

8 名 

(H31.3現在） 

消費生活サポ

ーター登録数 

15 名 

 

  (ｲ) 消費生活相談員及び消費者教育相談員の育成 

具体的な施策 
策定時 

（H29) 

現況 

（H30) 

目標 

（R４） 

1 国民生活センターや都道府県等が開催する

研修会への参加 

年 13 回 19 回 年 20 回 
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   (ｳ) 学校教職員への動機付け及び実践への支援 

具体的な施策 
策定時 

（H29) 

現況 

（H30) 

目標 

（R４） 

1 「柏市消費者教育推進連絡会」の開催 

 

年 3 回開催，

連絡会 の研

修内容 の全

教職員 への

周知 

3 回開催。 

開催後に会

報を発行し，

各校に配布 

全教職員への

周知徹底，活

用方法の見直

し 

2 「消費者教育授業実践事例集」の作成 

 

2 年に 1 回発

行 ， 消 費 者

教 育 ポ ー タ

ルサイトへの

掲載 

H28,29 年度

の活動につい

て事例集を発

行し，市内全

校に配布

（H30.4 月） 

全教職員への

周知徹底，活

用方法の見直

し 

 

   (ｴ) 消費者教育の効果的な情報発信機能の強化 

具体的な施策 
策定時 

（H29) 

現況 

（H30) 

目標 

（R４） 

1 情報リーフレット「消費生活センターつうし

ん」，ホームページ，メール配信サービス，

広報かしわ等による情報発信（再掲） 

・つうしん年

4 回発行 

・メール配信

適時発信 

･つうしん6回

発行 

･広報かしわ

4/15 号 1 面 

・メール配信

は未実施 

⇔ツイッター

の活用 

･広報かしわ：

年 1 回特集ペ

ージ掲載 

・メール配信サ

ービス：注意報

として月 1～2

回発信 

2 消費者教育に関する教材（ＤＶＤ等）の周

知・貸出し 

貸 出 し 件 数

21 件 

貸出し件数 

14 件 

貸出し件数 

60 件 
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 (3) 年度別重点推進領域 

 

 (4) 平成30年度重点推進領域に関する事業の実施 

   ① インターネットを使った効果的な周知の確立 (市民・学校教職員向け) 

   ・ 柏市消費生活センターＷeb ページの整理，見直し 

   ・ ツイッターによる情報提供（67 回） 

   ② 学校教職員への研修講座開催の検討 

   ・ 第 1 回消費者教育推進連絡会にて実施した講演会を，連絡会の委員以外の教員 

    にも公開して実施（受講教員：16 人） 

   ③ 市民向け啓発チラシの見直し，検討 

   ・ 消費生活センターが発行する情報紙（つうしん）の紙面を，高齢者向けに構成 

    （イラストを増やし，文字を大きくした） 

   ④ 高齢者見守り体制の確立 

   ・ 消費生活コーディネーターによる市内各地域における啓発活動 

    ⇒ 高齢者サロン，町会，民生委員児童委員協議会，コンビニなどでの啓発 

   ・ 民生委員児童委員との連携 

   ⇒ 消費生活コーディネーターと民生委員児童委員が連携して啓発等をする 

   ことができるよう，各地域における両者の合同名簿を作成。 

    また，2月開催の消費生活コーディネーター研修会に民生委員児童委員を 

   招き，合同研修として実施。 

  ・ 地域包括支援センターとの連携強化 

年度 特に推進する領域及び対象 推進方法 

３０

年 

度 

 

・「契約・金銭管理・生活設計」 

 「情報社会対応」 

・高齢者，幼児期～高校生期 

 を中心に 

① インターネットを使った効果的な周知の確立 

  (市民・学校教職員向け) 

② 学校教職員への研修講座開催の検討 

③ 市民向け啓発チラシの見直し，検討 

④ 高齢者見守り体制の確立 

R１

年 

度 

・「契約・金銭管理・生活設 

 計」「情報社会対応」 

・高齢者，幼児期～高校生期 

 を中心に 

・チラシ，リーフレット配布先の拡充(小・中・高  

 等学校，大学，幼稚・保育園，事業所等） 

・市民向け消費者講座の拡充 

・インターネットトラブル対応の拡充 

・高齢者見守り体制の拡充 

R２

年 

度 

・「消費者市民社会の構築」 

 「商品安全」 

・全世代対象 

・連携先及び相談先のデータベース化 

・前期２年間を振り返り，未実施部分について 

 見直し検討・実施 

R３

年 

度 

・「消費者市民社会の構築」 

 「商品安全」 

・全世代対象 

・推進の効果を計るアンケート調査の実施 

・次期計画策定に向けての検討開始 

R４

年 

度 

・「消費者市民社会の構築」  

 「商品安全」 

・全世代対象 

・次期計画策定の協議，年度末に策定 
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   ⇒ 各地域包括支援センター開催の高齢者サロンやイベント等への参加（18回） 

   ⇒ 地域で啓発活動をする消費生活コーディネーターが，地域包括支援センター

と連携して動けるよう，７月開催の消費生活コーディネーター研修会に地域包

括支援センター職員を招き，合同研修を実施した。   

  ・ 消費生活センター発行の啓発資料を，高齢者向け配食業者を通じて配布 

     ⇒ 配食業者８社の協力により実施（計 8,600 枚） 

  ⑤ その他 

    ・ 成年年齢引き下げを踏まえた高等学校における消費者教育の推進 

   ⇒ 柏市内の各高等学校（全 14 校）に消費者教育の推進を依頼 

   （実施校：県立沼南高柳高等学校（２年生社会科），流通経済大学付属柏高等

学校（３年生家庭科）） 

   ⇒ 出前消費者講座の実施 

  （県立柏陵高等学校（３年生 370 人），県立我孫子特別支援学校清新分校（県    

立沼南高柳高校併設）（３年生 17 人）） 

     ⇒ 学校図書館における消費生活関連図書の企画展示 

  （県立沼南高柳高等学校，県立東葛飾高等学校，県立柏中央高等学校，県立柏

陵高等学校，県立柏南高等学校，市立柏高等学校，芝浦工業大学柏高等学校，

流通経済大学付属柏高等学校，柏市立図書館本館） 

  ・ 幼児期の子どもとその親を対象とした消費者啓発 

   ⇒ 柏市民健康づくり推進員に対する啓発冊子の配布（320 部） 

   ⇒ 地域子育て支援拠点「はぐはぐ広場沼南」の育児講座で消費者講座を開催 

  ・ 広報かしわ 平成３０年４月１５日号・１面 

   ⇒ インターネット通信販売の消費者トラブルについて注意喚起 
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令和元年度 柏市消費者教育推進計画の推進 
 

１ 計画の目標と方向性 

 

    

    

 

 

 

     

 

      

 

      

 

 

 

      

 

 
 

 

２ 年度別重点推進領域 

年度 特に推進する領域及び対象 推進方法 

３０

年 

度 

・「契約・金銭管理・生活設計」 
 「情報社会対応」 
・高齢者，幼児期～高校生期 
 を中心に 

・ インターネットを使った効果的な周知の確立 
  (市民・学校教職員向け) 
・ 学校教職員への研修講座開催の検討 
・ 市民向け啓発チラシの見直し，検討 
・ 高齢者見守り体制の確立 

Ｒ1

年 

度 

・「契約・金銭管理・生活設 
 計」「情報社会対応」 
・高齢者，幼児期～高校生期 
 を中心に 

(1) チラシ，リーフレット配布先の拡充(小・中・高 
 等学校，大学，幼稚・保育園，事業所等） 
(2) 市民向け消費者講座の拡充 
(3) インターネットトラブル対応の拡充 
(4) 高齢者見守り体制の拡充 

R２ 

年 

度 

・「消費者市民社会の構築」 
 「商品安全」 
・全世代対象 

・連携先及び相談先のデータベース化 
・前期２年間を振り返り，未実施部分について 
 見直し検討・実施 

R３ 

年 

度 

・「消費者市民社会の構築」 
 「商品安全」 
・全世代対象 

・推進の効果を計るアンケート調査の実施 
・次期計画策定に向けての検討開始 

R４ 

年 

度 

・「消費者市民社会の構築」  
 「商品安全」 
・全世代対象 

・次期計画策定の協議，年度末に策定 

・学校教育等における消費者教育の推進 

・地域・家庭における消費者教育の推進 

・職域における消費者教育の推進 

【方向性１】 
ライフステージや場に応じた体系的な消費者教育の推進 

・地域人材（消費生活コーディネーター等）の育成・活動支援 

・消費生活相談員及び消費者教育相談員の育成 

・学校教職員への動機付け及び実践への支援 

・消費者教育の効果的な情報発信機能の強化 

・関係部署との連携 

・地域との連携 

・消費者団体との連携 

・事業者等との連携 

【方向性２】 
消費者教育を担う人材の育成･効果的な情報発信機能の強化 

【方向性３】 
 多様な主体(行政･警察･地域団体･消費者団体･事業者等)との連携 

☞ 柏市版消費者教育の 
   体系イメージマップ 

消
費
者
市
民
社
会
の
実
現
に
向
け
て
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☞ 柏市版消費者教育の体系イメージマップ 
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３ 令和元年度 重点推進領域の推進方法等 

 (1) チラシ，リーフレット配布先の拡充(小・中・高等学校，大学，幼稚・保育園，事業所   
等） 

 ・ 民生委員児童委員が５月に実施する声かけ訪問において，葉書による架空請求 

    にかかる注意喚起チラシの配布を依頼（28,500 枚） 

 ・ 市内の大学に啓発チラシの配布を依頼 

 ・ 柏駅街頭啓発活動の実施（６月１３日 1,400 部） 
 
 (2) 市民向け消費者講座の拡充 

 ・消費生活コーディネーターによる啓発等の実施 

 ・市民公開講座の開催（令和２年１～３月頃の開催を予定） 
 

 (3) インターネットトラブル対応の拡充 

  ・ ホームページの充実 
 

 (4) 高齢者見守り体制の拡充 

  ・民生委員児童委員協議会，地域包括支援センター等との連携の拡充 
 

 (5) その他 

  ア 成年年齢引き下げを踏まえた消費者教育の推進 

   ・ 高等学校における消費者教育 

       昨年度に引き続き，柏市内の各高等学校に対し，消費者教育の推進を依頼す 

     るとともに，消費生活センターが実施する出前消費者講座を案内 

    柏市内各高等学校の図書館に，消費生活に関する図書の企画展示の実施を呼 

     びかけ 

  イ 大学における消費者教育 

 未成年者が通学する市内の大学に対し，消費者教育の推進を依頼するととも 

に，消費生活センターが実施する出前消費者講座を案内 

  ウ 広報かしわ 

    令和元年５月１５日号の１・２面で，相談が急増している葉書による架空請

求について注意喚起 
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参考資料 
 

No 年度 資料名 頁 

1 

H 
30 

広報かしわ 1551 号（平成 30 年 4 月 15 日号）１面 14 

2     〃   1552 号（平成 30 年 5 月 1 日号） ４面 15 

3 柏市消費生活センターつうしん第 30 号（平成 30 年 6 月発行） 16 

4           〃       第 31 号（平成 30 年 9 月発行） 17 

5        〃       号  外（平成 30 年 9 月発行） 18 

6        〃             第 32 号（平成 30 年 12 月発行） 19 

7        〃             号   外（平成 31 年 2 月発行） 20 

8              〃       第 33 号（平成 31 年 3 月発行） 21 

9 消費生活に関するイベント等 22 

10 

R 
元 

広報かしわ 1577 号（平成 30 年 4 月 15 日号）１・２面 26 

11 柏市消費生活センターつうしん第 34 号（令和元年６月発行） 28 

12        〃             号   外（令和元年６月発行） 29 

13 啓発チラシ（架空請求ハガキにご注意下さい!!） 30 

14  柏市消費者行政推進協議会要領 31 
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訪問販売，電話，投げ込みチラシにご注意

「 保 険 金 の 範 囲 内 で ， 自 己 負 担 な し で ， 屋 根 や 雨 ど い を 修 理 で き ま

す 」 「 面 倒 な 保 険 請 求 も 代 行 し ま す 」 「 住 宅 の 損 害 調 査 は 無 料 で

す 」 等 と 勧 誘 さ れ て 契 約 し た 後 の ト ラ ブ ル が 多 発 し て い ま す 。  

＜ ト ラ ブ ル 例 ＞
・ 高 額 な 手 数 料 を 取 ら れ た 。

・ ず さ ん な 工 事 を さ れ た 。

・ 追 加 工 事 代 を 請 求 さ れ た 。

・ 解 約 し よ う と し た ら ， 高 額 な 解 約 料 を 請 求 さ れ た 。

・ 話 と 違 っ て 保 険 の 対 象 外 。 全 額 自 己 負 担 に な っ た 。

※ 経 年 劣 化 は 火 災 保 険 の 対 象 外 で す 。 虚 偽 の 理 由 で 保 険 金 を 請 求 す る と ， 保

険 契 約 が 解 除 さ れ ， 受 け 取 っ た 保 険 金 の 返 金 を 求 め ら れ る 場 合 があります。

少 し で も 怪 し い と 感 じ た ら ， き っ ぱ り と 断 り ま し ょ う 。  

修 理 が 必 要 な 場 合 は 複 数 の 業 者 か ら 見 積 も り を と っ て 比 較 し ま し ょ う 。  

災 害 等 で 保 険 金 を 利 用 す る 場 合 は ， 自 分 で 保 険 会 社 に 連 絡 し ま し ょ う 。  

訪 問 ， 電 話 勧 誘 販 売 で の 契 約 は ク ー リ ン グ ・ オ フ で き る 場 合 も あ り ま す 。

 不 安 な と き ， 困 っ た と き は 消 費 生 活 セ ン タ ー に お 電 話 を ！ ！  

柏 市 消 費 生 活 セ ン タ ー 相 談 専 用 電 話 ： ０ ４ － ７ １ ６ ４ － ４ １ ０ ０

柏 市消 費 生 活センターつうしん H３０年９月発 行 《第 ３１号 》 

アドバイス

 

 
とりあえず 
契約させれば

こちらのもの
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イ ン タ ー ネ ッ ト 上 に は 「 １ 日 数 分 の 作 業 で 数 百 万 円 稼 げ る 」 「 １

万 円 が １ 億 円 に な る 」 の よ う に ， 副 業 ， 投 資 ， ギ ャ ン ブ ル 等 で 高 額

収 入 を 得 ら れ る ノ ウ ハ ウ と 称 し て 取 引 さ れ る 「 情 報 商 材 」 の 広 告 が

数 多 く あ り ま す 。  

 現 在 ， 全 国 の 消 費 生 活 セ ン タ ー に は ， 「 高 額 な 情 報 商 材 を 購 入 し

た が も う か ら な い 」 「 約 束 の サ ポ ー ト が 受 け ら れ な い 」 「 返 金 保 証

の は ず が 返 金 さ れ な い 」 等 の 相 談 が 急 増 し て い ま す の で ， ご 注 意 く

だ さ い 。  

少 し で も 怪 し い と 思 っ た ら 契 約 し な い 。  

高 額 な 契 約 を 勧 誘 さ れ た り 、 話 が 違 う と 思 っ た ら き っ ぱ り 断 る 。

ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 高 額 決 済 や 借 金 を し て ま で 契 約 し な い 。

不 安 や ト ラ ブ ル が あ っ た ら ， す ぐ に 消 費 生 活 セ ン タ ー に 相 談 を ！  

柏 市 消 費 生 活 セ ン タ ー 相 談 専 用 電 話 ： ０ ４ － ７ １ ６ ４ － ４ １ ０ ０

柏 市消 費 生 活センターつうしん H３０年９月発 行 《号 外》 

アドバイス

商 品 は「情 報 」なので，インターネットからのダウンロード， 

冊 子 ，DVD，USB 等 ，様 々な方 法 で提 供 されます。 

契 約 前 に中 身 を確 かめることができません。 
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インターネット閲覧中に突然表示される

 

＜ ト ラ ブ ル 例 ＞

パ ソ コ ン に 突 然 「 ウ ィ ル ス に 感 染 し た 」 と い う 警 告 が 表 示 さ れ た 。

さ ら に ， 警 告 音 が 鳴 り 出 し て 止 ま ら な く な っ た 。 驚 い て ， 画 面 に あ

る 電 話 番 号 に 電 話 を し た ら ， 片 言 の 日 本 語 で 遠 隔 操 作 ソ フ ト を イ ン

ス ト ー ル す る よ う 指 示 さ れ た 。 そ の 後 ， ５ 万 円 の セ キ ュ リ テ ィ ソ フ

ト を 勧 め ら れ た 。

こ の 現 象 は ウ ィ ル ス 感 染 に よ る も の で は あ り ま せ ん

ウ ェ ブ サ イ ト に 広 告 が 表 示 さ れ る 仕 組 み を 使 っ て い る と 考 え ら れ ま す 。

＜ 対 処 法 ＞

■ 警 告 画 面 を 閉 じ る だ け で よ い 。

■ 警 告 画 面 が 閉 じ ら れ な い 場 合 は 強 制 終 了 す る 。 （ 強 制 終 了 の 方 法 は お 持 ち

の パ ソ コ ン に よ っ て 違 い ま す が ， 電 源 ボ タ ン を 長 押 し し て 電 源 を 落 と す と

い う 共 通 の 方 法 も あ り ま す 。 ）

■ お 金 を 請 求 さ れ た 場 合 は 支 払 わ ず ， 消 費 生 活 セ ン タ ー に 相 談 す る 。

■ セ キ ュ リ テ ィ ー ソ フ ト を イ ン ス ト ー ル し て し ま っ た 場 合 は 「 シ ス テ ム の

復 元 」 を 行 い ， イ ン ス ト ー ル 前 の 状 態 に 戻 す 。  

実 施 手 順 :   ht tps : //www. ipa .go . jp/f i l es/000062936.pdf  

※ IPA（ 独 立 行 政 法 人  情 報 処 理 推 進 機 構 ） の ウ ェ ブ サ イ ト

柏 市 消 費 生 活 センターつうしん H３０年 １２月 発 行 《第 ３２号 》 

ウィルスに感染したという偽警告
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スマートフォンの SMS

宅配便の不在通知にご用心

宅 配 会 社 が SMS で 不 在 通 知 の 案 内 を 送 る こ と は あ り ま せ ん

URL に は 触 れ ず に ， す ぐ に 削 除 し ま し ょ う ！ ！  

不正なアプリをダウンロード，インストールしてしまったとき

● ス マ ー ト フ ォ ン を 機 内 モ ー ド に す る （ 通 信 が 無 効 に な る ） 。

● 不 正 な ア プ リ を ア ン イ ン ス ト ー ル （ 取 り 除 く ） す る 。

● ス マ ー ト フ ォ ン を 初 期 化 す る 。

● 利 用 し て い る SNS 等 の パ ス ワ ー ド を 変 更 す る 。

● 携 帯 電 話 会 社 に ， 身 に 覚 え の な い キ ャ リ ア 決 済 が な い か 問 い 合 わ せ る 。

〇 不 正 な ア プ リ を 取 り 除 く 方 法 に つ い て の 相 談 は ， 【 IPA （ 独 ） 情 報 処 理 推

進 機 構 】 で も 受 け 付 け て い ま す 。 電 話 番 号 ： ０ ３ － ５ ９ ７ ８ － ７ ５ ０ ９

柏 市 消 費 生 活 センターつうしん H３１年 ２月 発 行 《号 外 》 

「 不 在 の た め 荷 物 を 持 ち 帰 り ま し た 」

（ショートメッセージサービス）

不 審 な ア プ リ の
イ ン ス ト ー ル

認 証 コ ー ド を
入 力 さ せ る  

自 分 の ス マ ホ が
迷 惑 な SMS を
不 特 定 多 数 に ば
ら ま く  

キ ャ リ ア 決 済 の
上 限 額 ま で 不 正
利 用 さ れ る

ニ セ の サ イ ト に 誘 導

ダ ウ ン ロ ー ド の 確 認 が 表 示 さ れ た ら
キャンセルしましょう！
しないと下 のようになります
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デパ－トは，「あなたのカ－ドを他人

が使っている」等と電話をしません

教 え ら れ た 電 話 番 号 に 電 話 を か け た ら  
「 カ － ド の 番 号 を 変 え な い と い け な い 。 今 か ら 預 か り に 行 く 。 」 と 言 わ れ ，

渡 し た カ － ド で お 金 を 引 き 出 さ れ た と い う 相 談 が あ り ま し た 。

● 心 配 な 時 は ， 自 分 で デ パ － ト の 電 話 番 号 を 調 べ ， 直 接 確 認 を し ま し ょ う 。

● 少 し で も あ や し い と 思 っ た ら ， 信 頼 で き る 周 囲 の 人 に 相 談 し ま し ょ う 。

● 電 話 は 留 守 番 電 話 に し て お く こ と を お 勧 め し ま す 。 （ だ ま そ う と し て

い る 人 は ， 自 分 の 声 を 録 音 さ れ る の を 嫌 い ま す 。 ）

柏 市 消 費 生 活 センターつうしん H３１年 ３月 発 行 《第 ３３号 》 

「 〇 〇 デ パ ー ト で す 。  

今 ， あ な た の カ ー ド で バ ッ グ を 買 い に 来 て い る 人 が い ま す 。

す ぐ に ， 銀 行 の 業 界 団 体 に 電 話 を し て く だ さ い 。 」  
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柏 市 消 費 生 活 セ ン タ ー つ う し ん   令 和 元 年 ６ 月 発 行 《 第 ３ ４ 号 》

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ３ ０ 日 の 天 皇 陛 下 の 退 位 に 便 乗 し て ， 「 写 真 」 「 ア ル

バ ム 」 「 カ レ ン ダ ー 」 等 の 購 入 を 電 話 で 執 拗 に 勧 め ら れ た と い う 相 談

が あ り ま し た 。  

断 る と ， 「 非 国 民 」 「 な ぜ 買 わ な い の か 」 等 と 強 引 な 口 調 で 言 わ れ る

こ と も あ る よ う で す 。  

 〇 購 入 す る 意 思 が な い 場 合 は ， 早 い う ち に 「 い り ま せ ん 」 「 購 入 し ま せ

ん 」 と き っ ぱ り 告 げ ま し ょ う 。  

 〇 注 文 し て い な い の に 商 品 が 届 い た 場 合 は ， 代 金 を 払 わ ず に 受 け 取 り 拒

否 を し ま し ょ う 。 配 送 業 者 に 迷 惑 が か か る こ と は あ り ま せ ん 。  

 〇 注 文 し て い な い 商 品 を 受 け 取 っ て し ま っ た 場 合 は ， 受 け 取 っ た 日 か ら

１ ４ 日 間 保 管 し ， そ の 後 は 処 分 し て も か ま い ま せ ん 。 ※  

（ ※ 特 定 商 取 引 法 第 ５ ９ 条 /売 買 契 約 に 基 づ か な い で 送 付 さ れ た 商 品 ）

・ ・ ・ ・ 困 っ た と き は ， 消 費 生 活 セ ン タ ー に 相 談 し て く だ さ い ・ ・ ・ ・

柏 市 消 費 生 活 セ ン タ ー 相 談 専 用 ： ０ ４ － ７ １ ６ ４ － ４ １ ０ ０

消 費 者 庁 イ ラ ス ト 集 よ り
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柏 市 消 費 生 活 センターつうしん 令 和 元 年 ６月 発 行 《号 外 》 

 

 

 

 

 

事 例
大 学 の 先 輩 に 「 よ い 話 が あ る 」 と 誘 わ れ ， カ フ ェ に 行 っ て み る と ，

「 投 資 用 教 材 Ｕ Ｓ Ｂ 」 の 販 売 だ っ た 。 「 友 人 を 誘 え ば 報 酬 が 貰 え

る 」 と も 言 わ れ た 。 「 ６ ０ 万 円 も す る の で 払 え な い 」 と 断 っ た が ，

「 借 金 す れ ば よ い 。 簡 単 に 儲 か る か ら す ぐ に 返 済 で き る 」 と 学 生

ロ ー ン に 連 れ て 行 か れ た 。 指 示 さ れ た 通 り に 申 込 書 を 記 入 し ， 借

り た お 金 で Ｕ Ｓ Ｂ を 購 入 し た 。

そ の 後 ， Ｕ Ｓ Ｂ の 内 容 を 見 た が ， よ く わ か ら な い し ， 全 く 儲 か ら な

い 。 借 金 を 返 済 で き な い の で 解 約 し た い が ， 「 解 約 で き な い 」 と

拒 否 さ れ た 。  

ア ド バ イ ス
〇 友 人 関 係 を 利 用 し て 勧 誘 さ せ る 悪 質 商 法 の 手 口 で す ！

借 金 を 促 さ れ た ら 要 注 意 。 強 く 勧 め ら れ て も ， き っ ぱ り と 断 る

 勇 気 を 持 ち ま し ょ う 。  

〇 報 酬 ほ し さ に 同 じ 方 法 で 友 人 を 誘 っ て は い け ま せ ん 。 あ な た が

加 害 者 に な り ま す 。

〇 困 っ た と き は ， す ぐ に 消 費 生 活 セ ン タ ー に 相 談 し て く だ さ い 。

大学生に広がる

投資用教材のトラブル

★ 柏 市 消 費 生 活 セ ン タ ー 相 談 専 用 電 話 : ０ ４ － ７ １ ６ ４ － ４ １ ０ ０
Twitter: 柏 市 消 費 生 活 セ ン タ ー （ 公 式 ） @kashiwa_shohi  

借 りても 

すぐ返 せるよ。 

大 丈 夫  

大 丈 夫 ♪ 
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柏市消費者行政推進協議会要領

制定 昭和５１年 ５月 １日

施行 昭和５１年 ５月 １日

 （設置）  

第１条  本市における市民の消費生活の安定及び向上を図るため，柏市消費者

行政推進協議会（以下「協議会」という。）を設置する。

 （協議会事項）  

第２条  協議会は，次に掲げる事項を協議する。

(1) 消費者啓発及び消費者教育に関すること。  

(2) 消費者団体に関すること。  

(3) 消費者教育の推進に関する法律（平成２４年法律第６１号）第２０条第

２項各号に掲げる事務に関すること。

(4) その他消費者行政に関すること。 

 （構成）  

第３条  協議会の委員の定数は１５人以内とし，次に掲げる者の中から市長が

就任依頼する。  

(1) 消費者  

(2) 消費者団体に属する者  

(3) 事業者  

(4) 事業者団体に属する者  

(5) 学識経験者  

(6) その他市長が必要と認める者

（委員の任期）  

第４条 委員の任期は，２年とし，補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

（会長及び副会長）

第５条 協議会に会長及び副会長を置き，委員のうちから互選する。

２ 会長は，会務を総理し，協議会を代表する。  

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるときは，その職務を代理する。

（会議）

第６条 協議会の会議は，会長が招集し，その議長となる。

２ 委員は，会議の必要があるときは，会長に会議の招集を求めることができ

る。 

３  会長は，必要があると認めるときは，委員以外の者を会議に出席させるこ

とができる。

 （庶務）  

第７条  協議会の庶務は，消費生活担当課において処理する。

（補則）

第８条  この要領に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。
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